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令和 5 年度 

計画措置の進捗評価 
 

 

令和 5 年度実施事業に対する各主管課回答結果一覧表 

措置 

措置事業数 評価数量 今後の方向性数量 

事
業
数 

該
当
主
管
課
数 

Ｒ
５
該
当
数 

高
い 

普
通 

低
い 

― 拡
充 

維
持 

縮
小 

廃
止 

完
了 

― 

包
括
的
な
措
置 

基本方針 1-1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

基本方針 1-2 6 7 7 1 4 1 1 2 4 0 0 0 1 

基本方針 1-3 8 22 17 1 14 2 0 1 15 0 0 1 0 

基本方針 1-4 6 12 9 2 7 0 0 0 8 0 0 1 0 

基本方針 1-5 6 7 6 2 4 0 0 2 4 0 0 0 0 

防
災
・
防
犯
に
関
す
る
措
置 

防災・防犯に関

する措置 
7 16 11 0 8 1 2 0 9 0 0 0 2 

関
連
文
化
財
群
ご
と
の
措
置 

1-1 6 12 10 1 9 0 0 0 9 1 0 0 0 

1-2 7 10 6 0 6 0 0 0 5 1 0 0 0 

1-3 4 7 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 

2-1 14 16 11 1 8 2 0 2 9 0 0 0 0 

2-2 2 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

2-3 2 4 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 

3-1 1 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

3-2 2 3 3 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 

4-1 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

4-2 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

4-3 4 6 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 

合計 82 136 95 11 73 6 5 12 74 2 0 2 5 

 

  

資料９ 
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令和 5 年度実施事業の評価 

評価数量 

 

評価割合 

 

≪総評≫ 

〇措置 17 分類のうち、9 分類で評価が高いもの（当初想定よりもよくできたもの）が見られた。 

 →文化財保存活用基金設立（基本方針 1-2-6）、「京丹後歴史文化めぐりマップ」の作成（基本方針 1-

3-11）、『京丹後市地域学習副読本』の作成（基本方針 1-4-17・18）、市民遺産制度設立（基本方針

1-5-24）、府大 ACTR・高龍小連携（基本方針 1-5-26、関連文化財群 2-1-6）、第 28 回はだしのコン

サート（1,200 人参加、ゴミ約 2 万個回収）（関連文化財群 1-1-3）、滞在型観光の推進に向けた体験

型コンテンツの掘り起こしと旅行商品化を支援（関連文化財群 3-1-1）、「美食都市アワード 2024」

受賞（関連文化財群 4-3-2） 

 →主に教育・観光面の活用での高い評価が見受けられる。 

 

〇その一方、4 分類で評価が低いもの（当初想定に満たなかったもの）が見られた。 

 →市登録文化財制度創設の検討（基本方針 1-2-4）、図書館と連携した歴史文化紹介コーナーの設置検

討（基本方針 1-3-12）、防災・防犯に関する措置を進めるための消防本部との連携（防災・防犯に

関する措置）、マスコットキャラクターの活用（関連文化財群 2-1-8） 

 →登録制度や防災・防犯に関する中長期的な側面、発信力の面での課題が見受けられる。 
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令和 5 年度実施事業の今後の方向性 

今後の方向性数量 

 

今後の方向性割合 

 

≪総評≫ 

〇措置 17 分類のうち、7 分類で今後拡充するものが見られた。 

 →文化財保存活用基金の活用（基本方針 1-2-6）、オープンファクトリーツアー実施に向けたプレツア

ーを予定（基本方針 1-3-14、関連文化財群 3-1-1）、市民遺産の公募開始（R6.4.1 から）（基本方針

1-5-24）、府大 ACTR 調査・高龍小連携の発展を予定（基本方針 1-5-26、関連文化財群 2-1-6）、網

野銚子山古墳の整備完了（令和 6 年度末）（関連文化財群 2-1-3）、百寿健康・郷土食活用（関連文

化財群 4-3-2） 

 

〇措置 17 分類のうち、2 分類で完了したものが見られた。 

 →市内を PR した料理人向け冊子完成（基本方針 1-3-14）、『京丹後市地域学習副読本』の完成（基本

方針 1-4-18） 

 

〇措置 17 分類のうち、2 分類で今後縮小予定のものが見られた。 

 →はだしのコンサート（基本方針 1-1-3）、環境学習・ブナ林観察会（基本方針 1-2-2） 


